
「和歌山の四季を感じ、豊かな食に触れ自然に抱かれながら心を満たす里山の時間」をコンセプトに地域の里山風景と調和した
サウナ付きのヴィラや愛犬と楽しめるヴィラなどの宿泊棟をはじめ、BBQ や個室サウナを楽しめる施設です。

施設概要

■ヴィラ棟（一般棟/ドッグ棟）
■バレルサウナ
■ BBQ 施設

イメージパース

詳細は「かなたのさと」公式HPをご確認ください。

市報わかやま  令和６年11月号 45 市報わかやま  令和６年11月号 ◦◦  市HPのトップから関連ページを検索できます。①記事記載のIDを入力 ②表示ボタンをクリック ◦◦◦◦  和歌山市役所  ☎ 073-432-0001（代表）   〒640-8511 和歌山市七番丁23  ◦◦
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05 令和５年度決算に基づく  健全化判断比率等を算定 問 財政課 ☎ 435-1031
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04
人事行政の透明性を一層高めるために市職員の給与の現状や人件
費等を公表します。詳細は、市 HP（ID：1002815）で。

●特別職の報酬（令和 6 年４月１日現在）
区分 給料月額 期末手当（令和５年度）
市長 95 万円 3.15 月分副市長 82 万円
議長 79 万円

4.50 月分副議長 72 万円
議員 66 万円

●令和５年度　普通会計決算
歳出額　1,577 億 9,531 万７千円

⃝�職員給与費（年額）（普通会計・令和５年度決算） 
１人あたり給与費　646 万２千円 
※給料、職員手当（退職手当を除く。） 
※期末・勤勉手当は６月 2.20 月分、12 月 2.30 月分。
●�平均給料月額・平均年齢（令和６年４月１日現在） 
【一般行政職】32 万 2,270 円・43.4 歳 
【技能労務職】31 万 2,667 円・49.2 歳
●�職員数の状況／常勤職員 2,805 人（令和 6 年４月１日現在）

234 億 1,139 万円

人事行政の運営等の状況 問 人事課 ☎ 435-1019

人件費
（14.8％）

人件費以外（85.2％）
1,343億8,392万７千円

　一般会計が黒字であったことや、特別会計も全体で黒字となっ
たことにより、健全化判断比率は、全ての比率で前年度に引き
続き、基準値を下回る結果となりました。公営企業の指標であ
る資金不足比率は、全ての会計で算定されませんでした。

【用語説明】

▶�健全化判断比率…地方公共団体の財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、以下の４つの財政指標を健全化判断比率として定めています。

　⑴��実質赤字比率…一般会計等の実質赤字額の標準財政規模（通常収入が見込まれる税などの一般財源の規模）に対する比率

　⑵��連結実質赤字比率…全ての会計の赤字や黒字を合算した額の標準財政規模に対する比率

　⑶��実質公債費比率…一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模を基本とした額に対する比率

　⑷��将来負担比率…一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率

▶�資金不足比率…公営企業ごとの資金の不足額を事業規模と比較し、経営状態の悪化の度合いを示す比率

▶�早期健全化基準（経営健全化基準）…自主的な改善努力により財政の健全化を図るべき基準（イエローカードに相当）

▶�財政再生基準…国等による厳格な管理のもとで確実な財政再生を図るべき基準（レッドカードに相当）

財政悪化 財政健全
財政再生基準
▼

早期健全化基準
▼レッド

カード
イエロー
カード

健全

連結実質赤字比率 △ 11.83 （△ 12.65）16.2530.0

実質公債費比率 25.035.0

実質赤字比率 （△ 1.87） △ 2.5611.2520.0

将来負担比率 84.9（95.0）350.0

9.5 （9.4）※右の図について
・（　）内は、前年度の比率です。
・実質赤字比率と連結実質赤字比率の△は、黒字をマイナス表示した場合の数値です。

不妊治療助成制度の拡充Pi

ck Up 

03 問 地域保健課 ☎488-5120

生殖補助医療（保険適用）と併用して実施された先進医療に要した費用に対して、助成を行います。
●内容／ １回の生殖補助医療（保険診療）と併せて実施した先進医療に要した費用（自己負担）の７割を助成する。 

※ただし、上限 10 万円までとし、助成回数にも上限があります。
●条件／ ・令和６年４月１日以降に終了した治療から適用する。 

 ・治療開始日の妻の年齢が 43 歳未満であること。 
※そのほか、助成を受けるにはいくつかの条件があります。

●申請／申請書に必要書類を添付し、和歌山市保健所 地域保健課に提出。
●期限／治療を終了した日の属する年度の３月末まで。ただし、１月～３月までに治療が終了した場合は、翌年度の６月末まで申請可。
※詳細は市ＨＰ（ID：1060057）をご確認ください。
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01 11月10日日 和歌山ジャズマラソン交通規制のお知らせ
問 スポーツ振興課 ☎ 435-1364

HP

マラソン大会開催に伴い、交通規制を行います。
当該道路をご利用される方および周辺の方々にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
※交通規制については、最終ランナー通過後安全確認を行い速やかに解除します。その他、詳細は市 HP（ID：1002158）で。

規制予定時刻
8:00~13:30 頃

一方通行

迂回路

①  8 : 0 0 ～ 1 3 : 3 0 頃

②  8 : 1 5 ～ 1 3 : 3 0 頃

③  9 : 2 0 ～ 1 1 : 3 0 頃

④  9 : 1 5 ～ 1 1 : 3 0 頃

⑤  9 : 1 0 ～ 1 0 : 4 5 頃

⑥  9 : 1 0 ～ 1 0 : 3 0 頃

⑦  8 : 5 5 ～ 1 0 : 1 5 頃

⑧  8 : 5 5 ～ 1 0 : 1 5 頃

⑨  8 : 5 5 ～  9 : 4 5 頃

⑩  8 : 5 0 ～  9 : 3 0 頃

⑪  8 : 5 0 ～  9 : 2 0 頃

⑫  8 : 0 0 ～  9 : 2 0 頃

※交通規制については、

レースの状況により若干 

前後する場合があります。

各場所の規制予定時刻

通行止

車線減少

※国道42号の和歌浦交差点について
・和歌浦口方面から片男波方面に直進できません。

・紀三井寺方面から西進の車輌は左折できません。

《和歌浦口交差点から、迂回してください。》

※三年坂（岡山丁交番前～加納町交差点間）について
・南北の通行ができません。

・西進の車輌は右折できません。

《屋形通りをご利用ください。》

道の駅 「四季の郷公園」 に 宿泊施設 「かなたのさと」 が
11月8日 グランドオープン！
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02
問 かなたのさと ☎494-7711（平日10：00～17：00）



市報わかやま  令和６年11月号 6◦◦  市HPのトップから関連ページを検索できます。①記事記載のIDを入力 ②表示ボタンをクリック ◦◦

●開催日時／ 12 月７日土　●参加料／無料　
●募集期間／ 10 月 25 日金～ 11 月 18 日月
※定員超過の場合は抽選。
※申込方法など詳細は、市ＨＰ（ID：1060061）か右の QR コードをご確認ください。

第２回有吉佐和子文学賞 作品募集Pi

ck Up 

07 問 文化振興課 ☎435-1194

皆さんが今思っていること、普段から感じていること、将来の夢、そして和歌山への想いなどを綴ったエッセイを募集します。

●応募資格／中学生以上
●募集作品／ エッセイ（A4 版400 字詰め原稿用紙２枚以上５枚以内） 

※テーマは問いませんので、自由にお書きください。
●募集期間／令和６年11 月１日金～令和７年１月31 日金
●応募方法／郵送、持参またはメールで
●応募先／ 〒640-8511　和歌山市七番丁23 番地　 

和歌山市文化振興課　有吉佐和子文学賞係（本庁舎10 階）
※優秀作品の作者は有吉佐和子記念館において表彰いたします。各賞に副賞があります。
※募集要項や賞・副賞、応募規定など詳細は市ＨＰ（ID：1055471）をご確認ください。

つつじが丘総合公園 
にぎわい・スポーツ公園ゾーンが 12 月７日土オープン！

Pi
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06
問 スポーツ振興課 ☎435-1364

「守りたい 未来があるから 火の用心」（令和 6 年度　全国統一防火標語）

秋の火災予防運動 11 月９日土~15 日金
　空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節です。また、寒くなり火を取り扱う機会も増えます。火災予防に対
する意識を高め、火災の発生を未然に防ぎましょう。この期間、市消防局では消防車で市内を巡回するなど、
市民の皆様に火災予防を呼びかけます。火の用心にご協力よろしくお願いいたします。
　また、住宅火災を未然に防ぎ、“ もしもの時 ” に被害を最小限にするため、次のことを心掛けてください。

問  予防課 ☎ 427-0119

４つの習慣
● 寝たばこは絶対にしない、させない。
● ストーブの周りに燃えやすいものを

置かない。
● こんろを使うときは火のそばを離れ

ない。
● コンセントはほこりを清掃し、不必

要なプラグは抜く。
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６つの対策
● 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
● 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10 年を目安に交換する。
● 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を

使用する。
● 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
● お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
● 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

『住宅防火　いのちを守る　10のポイント』

HP

■スケートボード体験会
初心者向けの体験教室です。ボードや防具は無料で貸出
します。　●対象／５歳（開催日時点）～小学校６年生

オープン企画として、スケートボード体験教室・こども忍者学校を開催します！

■こども忍者学校
忍者になりきって、体づくりに必要な基本動作を遊びながら
身につけます。　●対象／５歳（開催日時点）～小学校４年生


